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秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号

秋
田
県
拉
致
問
題
等
の
早
期
解
決
に
向
け
た
施
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例

北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
拉
致
問
題
は
、
長
期
か
つ
累
次
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
我
が
国
の
主
権
に
対
す
る
深
刻
な
侵
害
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
全
て
の
国
民
の
生
命
と
安
全
に
関

わ
る
重
大
な
人
権
侵
害
問
題
で
あ
る
。
問
題
の
顕
在
化
以
後
、
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
日
本
国
民
と
し
て
認
定
さ
れ
た
人
以
外
に
も
、
北
朝
鮮
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た

可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
行
方
不
明
者
が
存
在
し
た
ま
ま
、
解
決
の
目
途
が
立
た
ず
、
す
で
に
長
い
時
間
が
経
過
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
の
解
決
は
、
第
一
に
拉
致
被
害
者
等
の
安
全
確
保
及
び
早
期
帰
国
を
実
現
し
、
彼
ら
が
一
日
も
早
く
そ
の
家
族
や
友
人
、
そ
の
帰
り
を
待
つ
全
て
の
人
と
の
再
会
を
果

た
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
解
決
を
先
延
ば
し
に
す
る
こ
と
は
、
人
道
上
、
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。

こ
こ
に
私
た
ち
は
、
県
、
市
町
村
、
学
校
そ
の
他
教
育
機
関
及
び
警
察
の
責
務
を
明
示
し
、
県
を
挙
げ
て
こ
の
問
題
に
向
き
合
い
、
早
期
解
決
に
向
け
た
取
組
を
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
拉
致
問
題
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拉
致

問
題
及
び
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
日
本
国
民
が
拉
致
さ
れ
た
こ
と
が
疑
わ
れ
る
問
題
（
以
下
「
拉
致
問
題
等
」
と
い
う
。
）
の
早
期
解
決
に
向
け
た
取
組
に
関
す
る
基
本
理
念
を

定
め
、
並
び
に
県
の
責
務
並
び
に
市
町
村
、
県
民
、
学
校
そ
の
他
教
育
機
関
（
以
下
「
学
校
等
」
と
い
う
。
）
及
び
警
察
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
拉
致
問
題
等
に

関
す
る
県
民
の
関
心
と
理
解
を
深
め
、
そ
の
解
決
に
向
け
た
気
運
を
醸
成
し
、
も
っ
て
拉
致
問
題
等
の
早
期
解
決
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
基
本
理
念
）

第
二
条

拉
致
問
題
等
に
関
す
る
取
組
は
、
県
民
、
県
、
市
町
村
、
学
校
等
及
び
警
察
が
一
体
と
な
っ
て
、
そ
の
早
期
解
決
の
決
意
の
下
に
取
り
組
む
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）

第
三
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
理
解
の
増
進
及
び
そ
の
解
決
に
向
け
た
気
運
の
醸
成
を
図

る
た
め
に
、
国
と
連
携
し
、
拉
致
問
題
等
の
早
期
解
決
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
市
町
村
が
拉
致
問
題
等
の
早
期
解
決
に
向
け
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す

る
。

３

知
事
は
、
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
、
そ
の
解
決
に
向
け
た
気
運
が
醸
成
さ
れ
る
よ
う
、
職
員
に
対
し
、
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必



- 2 -

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

４

県
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
取
組
が
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
、
県
、
市
町
村
、
学
校
等
及
び
警
察
が
意
見
を
交
換
し
、
並
び
に
相
互
に
連

携
し
、
及
び
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
の
役
割
）

第
四
条

市
町
村
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
拉
致
問
題
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
に
関
す
る
国
民
世
論
の
啓
発
を
図
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

第
五
条

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

県
民
は
、
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
被
害
者
及
び
北
朝

鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
こ
と
が
疑
わ
れ
る
者
に
関
す
る
情
報
を
得
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
警
察
本
部
又
は
警
察
署
に
当
該
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

（
学
校
等
の
役
割
）

第
六
条

学
校
等
の
設
置
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
授
業
そ
の
他
の
教
育
活
動
に
お
い
て
、
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
、
必
要
な
取
組
を
行
う
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

学
校
等
の
設
置
者
は
、
教
職
員
に
対
し
、
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
警
察
の
役
割
）

第
七
条

警
察
本
部
長
は
、
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
、
そ
の
解
決
に
向
け
た
気
運
が
醸
成
さ
れ
る
よ
う
、
警
察
職
員
に
対
し
、
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
研
修
の

実
施
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
八
条

県
は
、
拉
致
問
題
等
の
早
期
解
決
に
向
け
た
施
策
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
）

第
九
条

県
は
、
拉
致
問
題
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
に
お
い
て
、
そ

の
趣
旨
に
ふ
さ
わ
し
い
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
公
表
）

第
十
条

知
事
は
、
毎
年
度
、
拉
致
問
題
等
の
早
期
解
決
に
向
け
た
取
組
状
況
を
取
り
ま
と
め
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


